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規 則
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高 知 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

令 和 ６ 年 11月 29日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 87号

高 知 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細 則 （ 平 成 14年 高 知 県 規 則 第 78号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 健 康 保 険 の 被 保 険 者 証 」 を 「 個 人 番 号 カ ー ド

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成 25年 法 律 第 27号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人

番 号 カ ー ド を い う 。 ） 」 に 改 め る 。

別 記 第 ２ 号 様 式 及 び 別 記 第 ４ 号 様 式 中 「 健 康 保 険 の 被 保 険 者

証 」 を 「 個 人 番 号 カ ー ド 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 12月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


